
明治大学連合父母会特別給付奨学金 募集要項 

 

 この奨学金は、在学中の家計支持者死亡により、家計が急変した学部生（外国人留学

生含む。）に対し、経済的に援助することを目的とし、連合父母会より給付する制度です。 

 

 出願資格 

  次のすべてに該当するもの 

  （1）家計支持者が死亡し、家計が急変したもの 

  （2）事由発生から１年以内であるもの（事由発生が入学後に限る） 

  （3）過去において、同奨学金の申請がないもの 

 

 給付金額 

  （1）文系学部生：４０万円 

  （2）理系学部生：７０万円 

 

 出願書類 

  （1）明治大学連合父母会特別給付奨学金願書 

  （2）家計支持者の死亡が確認できる書類[死亡診断書、除籍後の謄本、住民票 等] 

  （3）家計支持者であることが分かる書類[父母両方の所得証明書と所得関係書類] 

  [所得関係書類…源泉徴収票、非課税証明書、確定申告書類 等] 

例：家計支持者である父親が死亡した場合 

父親の死亡確認書類及び所得証明書、所得関係書類の他、 

①母親が自営業である場合･･･所得証明書と、その時点での最新の確定申告書類 

②母親がパートである場合･･･所得証明書と、前年度の源泉徴収 

  （源泉徴収が発行されない場合は、過去３ヵ月分の給与明細の写し） 

③母親が無職である場合･･･役所等が発行する非課税証明書 

※申請書類一式は一切返却しません。 

 

家計支持者の定義 

  父母の場合、配偶者間で被扶養者となっていない者をいう。ただし、この定義以外

でも個別の事情を考慮する場合があるため、各キャンパス奨学金係に相談すること。 

 

 選考方法 

  書類選考により採否を決定します（面接を行う場合がある）。 

  

募集時期 

  随時 

 

 提出場所 

  各キャンパス 学生支援事務室（奨学生係） 

以 上 


